
 

 

『仕事と育児の両立』講座（全３回） 

～知っておきたい、≪両立≫の法律・支援制度・トラブルの話～ 
今や、珍しくもない夫婦共働き。 

そんな中、「子育てしながら仕事との≪両立≫をするための法律の制度がよくわからない・・・。」、「会社とモメ

ないか心配・・・。」などの悩みをかかえている人も少なくありません。 

・どのような働き方が選択でき、法律上認められている権利は何があるのか？ 

・よくある会社とのトラブルの原因と対策は？ 

・どのような場面でどのような経済的支援が受けられるのか？ 

といったお話を、具体例から分かりやすくお話しいたします。 

また、正規社員はもちろん、パート労働者や契約社員などの方も対象となりうる制度はたくさんあります。 

子育て中の方もこれからの方も、育児と仕事の≪両立≫に興味をお持ちの男女の方、ぜひご参加ください。 

 

    
回数 

日にち 曜日 内      容 解説の時期 

１ ９/２２ 月 ① ≪両立≫を支援する法律知識 

② 起こりやすいトラブルの原因と対策 

③ ≪両立≫を経済的に支援する制度活用法 

妊娠～出産 

２ ９/２９ 月 出産～子育て 

３ １０/６ 月 子育て～復職 

※時間はすべて１８：４５～２０：４５ 
●場  所・・・広島市中央勤労青少年ホーム ホール 
●参加費・・・無 料                     
●持参物・・・筆記用具など 
●定  員・・・２５人（先着順） 

●講 師・・・ 社会保険労務士事務所オフィスアシスト  押 谷  美 憲 さん  
●対  象・・・①広島市に在住か通勤の 15～35歳までの勤労青少年（求職中も可） ②準会員対象者   
 

●申込方法・・８月１５日（金）午前９時から８月１９日（金）まで申込み受付(ただし、定員に達し次第締切)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●申込方法 
以下のものを持って本人がユーストピア中央までお越しください。  
①平成 2６年度の会員登録をされている方 → 参加費＋会員証 

 ②まだ登録をされてない方 → 参加費＋働いている事を確認できるもの（健康保険証等＊） 
＊会員登録の手続きに必要です。 

【仮申し込みの方法】※平成 2６年度の会員登録をしている方のみ 
・募集開始日の午前９時から電話での仮申し込みを受け付けます。 
・仮申し込み後、1週間以内に来館の上、申込書を提出してください。 
（申込締切日までに１週間を切っている場合は締切日までに手続きを済ませてください。） 
※参加申し込みの際にお寄せいただいた個人情報については、事業運営の目的以外には使用しません。 

●準会員対象者については裏面をご覧ください。    

                                お問い合わせは、次面をご覧ください。→ 

                                     

 平成２６年度広島市中央勤労青少年ホーム主催事業 

 

ユーストピアの講座 


